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保育サービスの提供の新しい仕組みについて   



（第11回（9／18）提出資料）  
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（※ 就学前保育■教育施策のあり方全般に関する検討→新たな検討の場）  
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《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》  

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

量的拡充  

質の維持・向上  

財源のあり方   

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性  
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保育サービスの提供の新しい仕組みの検討に際しての前提  

される  
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保育に係る制度改革の検討が必要となっている背景について  

保育に係る制度改革の検討が必要となっている背景には、以下のような点があるのではないか。  

○ 女性の就業率上昇や働き方の多様化を背景に、保育需要が増大かつ多様化してきており、こうした   

変化に対応できる仕組みへの見直しの必要性  

○ 就労支援としての役割に対する期待の高まりと、サービスがより多くの子育て家庭に利用されるも   
のとなってきたことに対応したシステムの見直しの要請  

○ 待機児童の解消が進まない現状からの保育サービスの利用保障や公的責任の強化の要請  

現行制度の「保育の実施義務」は、地域の受け入れ能力がない場合には、公費の投入を伴わない   

「適切な保護」でもよいとする「実施義務の例外」が認められており、保育の実施を受けられるもの   

とそうでないものとの公平性の確保が課題となっている。  

○ 働き方の多様化、子育て支援ニーズの深化・多様化を踏まえ、利用者視点に立った仕組みとする   

必要性、選択性の向上  

提供側の視点からの時間帯による保育の区分ではなく、利用者の視点から、時間帯に関わりなく  

必要な時間（量）利用できる柔軟な仕組み  

夜間勤務や不規則勤務など保護者の働き方によっては認可保育所を利用できないという状況が  

生じない仕組み  
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○ 保護者・子どもと直接関わり、ニーズをきめ細やかに把握可能な立場にある認可保育所が利用者と   

向き合いながら、柔軟なサービス提供等サービスの質の向上を促す仕組みの要請  

保育所入所の申請から利用開始までの迅速な対応  

保護者とともに保育内容の充実、質の向上を図っていく仕組み  

○ 核家族化や地域のつながりの希薄化等に伴うすべての子育て家庭への支援の必要性  

○ 過疎化が進み、地域の子どもが著しく減少している地域において、地域の保育機能を維持し、子ど   

もが集団の中で育まれる環境を保障する必要性  

○ 保育サービスの需要の増大に伴い、多額の公費を投入する制度となってきた中、制度の透明性・   

客観性の確保や、効率的な保育システムに向けた行政が公的役害りを果たすべき部分の明確化の要請  
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共働き世帯の増加  

○従来は、共働き家庭は少なかったが、1997年以降、専業主婦世帯数を上回り、その後も増加を続けている。  

（万世帯）  

1，013   
■  

■L、－t  

⊥」 
（年）  

1980   1982   1984   1986   1988   1990   1992   1994   1996   1998    20（X）   2002    2004    2006 2007  

（備考）  

1．平成13年までは総務省「労働力調査特別調査」、平成14年以降は「労働力調査（詳細結果）」（年平均）より作成。  
2．「男性雇用者と無業の書からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。  

3．「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。  

4．昭和60年以降は「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」及び「夫婦、子供と親から成る世帯」のみの世帯数。  
5．「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細結果）」とでは、調査方法、調査月などが相違することから、時系列比較には注意を要する。  
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保育所数及び保育所利用児童数の推移  

○ 保育所利用児童数は平成6年まで若干減少していたが、その後、一貫して増加。  
○ 保育所運営費も、国・地方負担分を合計すると、1兆円超（平成20年度）の公費が投入されている。   

（※国庫負担金の基準額を用いた推計。地方単独負担分を含まず。）  

（保育所数）  （保育所利用児童数  

20，000  

15，000  

10，000  

曲醇やややややや勒  

一←保育所利用児童数  
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子どものいる女性の就業希望  

○我が国では、諸外国に比べ、幼い子どものいる母親の就業率が相当低い水準にあるが、現在、働いて  

いない母親であっても就業希望のある者は多い。  

末子の年齢別子どものいる世帯における  

母の就業状態（平成18年）  
6歳未満の子を持つ母の就業率の比較（2002年）  

末 子 の 年 齢  

0～3歳   4～6歳   7～9歳  10～12歳   

子どものいる  
100．0   

世帯総数  
100．0   100．0   100．0   

労働力人口  32．5  51．4  62．9  71．2  

就業者  31．0  50．3  61．6  70．5  

完全失業者  1．2  1．7  1．3  1．4   

非労働力人口  67．5   47．4   36．5  28．1  
●■－－■－■－－■‥‥‥一■■■  

■■■－－■－■－■ 
●－■ ●●  

儲革季軍者  13．2  
．．ニ．・・・・・  

＿‥ アメリカ  イギリス   ドイツ  フランス  イタリア  オランダ スウェーデン  日本  

出典：OECD：SocietyataGlance2005  出典：総務省「労働力調査詳細調査」（平成18年、年平均）  
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女性の就業希望を実現するために必要なサービス量  

（新待機児童ゼロ作戦）  

現在の児童人口にサー  

ビス利用率を乗じたもの  

0歳  ～  2歳   3歳  
～  5歳   小学校1年 ～ 小学校3年   

l歳 2歳 3歳 4歳 5歳 肘 根 ㈹ 
）  昭9万人 児童数  

（2006年  

【保育所、放課後児童クラブ単価（円）】  

171，250円  101，417円  101．417円  49，417円   42，417円   42，417円   10，000円   10．000円   10．000円   

136，833円  67，000円   67，000円   22．000円   17，250円   17．250円   5，000円   5，000円   5，000円   

単価（事業費ペース■月額）  

単価（公費負担ベース・月額）  
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保育所待機児童の現状  

○ 平成20年4月1日現在の待機児童数は1万9，550人（5年ぶりに増加）。  
○ 過去5年間（H15→20年）で13万人分の保育所定員を整備したが、待機児童数は7千人しか減少していない。  
（保育所定員が整備されても、潜在需要の顕在化が続き、待機児童が解消されない状逸。）  

○ 待機児童が多い地域は固定化（待機児童50人以上の特定市区町村（84市区町村）で待機児童総数の約76％）。  

○ 低年齢児（0～2歳）の待機児童数が全体の約76％。  

【保育所入所待機児童2万人の内訳】  【保育所待機児童数と保育所定員の推移】  

待機児童数と保育所定員の推移  

3歳以上児  

4千人  1千人  
l  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

11千人  

（待機児童全体の  

約6割）  

低年齢児  

（0～2歳児）  4千人  

特定市区町村（84か所）  その他の市区町村  
（286か所）  

※特定市区町村の待機児童数は、全待機児童数のうち約8割。  
※低年齢児の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。  

平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年  
」「 
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労働市場参加が進まない場合の労働力の推移  
O「就業」  と「結婚や出産・子育て」の「二者択一構造」が解決されないなど労働市場への参加が進まない場合、   

本の労働力人口は今後大きく減少（特に、2030年以降の減少は急速）。  

○豊畳里女性、高齢者の労働市場参加の実現と、垂望する結婚や出産・子育ての実現を周旦に達成できなけ   

れば、中長期的な経済発展を支える労働力確保は困難に。その鍵は仕事と子育ての「耕。  

7．000  

0
 
 

0
 
 

〇
 
 

6
 
 

2006年  2030年  2050年  

この2つの要請を同時に達成する必要 →「二者択一構造」の解決が不可欠  

（注）2030年までの労働力人口は雇用政策研究会報告（平成19年12月）。ただし、2050年の労働力人口は、2030年以降の性■年齢階級別労働力率が変わらないと仮定   

して、平成18年将来推計人口（中位推計）に基づき、厚生労働省社会保障担当参事官室において推計。  70   



女性の年齢別にみた働き方  
○ 女性の就業率自体は、25～29歳層をピークに、  出産を契機とした退職等によって30－39歳層で下がり、  
その後、40～49歳層まで緩やかに上昇（M字カーブ）。  

○ただし、雇用形態としては、20～29歳層は正規職員が主であるが、30歳以降、正規職員の割合は下がり  

続け、パートが増加。  

（％）  

90．0  

80．0  

70．0  

60．0  

50．0  

40．0  

30．0  

20．0  

10．0  

0．0  

15～19歳20～24歳25～29歳30～34歳35～39歳40～44歳45～49歳50～54歳55～59歳60～64歳65歳以上  

出典：総務省統計局「平成19年労働力調査」（詳細結果）‖   



育児期の母親が希望する働き方（短時間勤務・残業免除）  

○育児期の母親が希望する働き方を見ると、1歳～小学校就学までは「短時間勤務」を希望する人が最も多く、  
次いで「残業のない働き方」となっている。  

子の年齢別にみた、子を持つ母親として望ましい働き方（従業員調査）  
＿■…‥‥■■t…＝＿＿  ■－‥＝－＝－● ■●  

r‾‾‾‾‾‾ 

；全体：  

ln＝15531 1     l  
L ■＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

ー  
1∴‡ふ二二ニ  ■残業のある働き方  

■在宅勤務（部分在宅も含む）  

田無回答  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

Al歳まで  

Bl歳半まで  

C3歳まで  

D小学校就学前まで  

E小学校3年生まで  

F小学校卒業まで  

G中学校卒業まで  

日高校卒業まで  

Ⅰ短大・大学以上  

注：図表を見やすくするために、5．0％未満はデータを表示していない。  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（平成20年）  
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女性の残業実態  

○女性の残業実態をみると、「週5～6時間」（≒毎日1時間）以上の残業をしている者が、正社員の約3割、  
非正社員でも約2割を占める。  

女性雇用労働者の残業時間（※育児期の女性に限らない）  
単位（％）  

正社員  

非正社員   

40  50  
60  

（資料）平成15年雇用構造調査（就業形態の多様化に関する総合実態調査ガ3   



女性の夜間の就労と受け皿の状況  

○ 深夜（22時～5時）に就労する女性は少数であるが、交代制勤務者を中心に約4％存在する。  
○ 受け皿となる夜間保育所の整備は十分進んでいない一方、認可外のベビーホテルは増加傾向にあり、  
主に夜間保育されている子どもがベビーホテル入所児童の2割を占めている 。  

（資料）平成13年女性雇用管理基本調査  

66 （箇所数）  

・ヂ す㌔ ；㌔ ㌔  ■㌔ ▲  

べメこべよ べ ペメ㌔ ㌔、べ  

ベビーホテルの保育時間帯別入所児童数  

区分   
24時間  主に夜間に保育   主に昼間に保育   問帯が   

されている者  されている者   されている者  不           、明な者   
入所児童総数  

児童数（割合）   257（1％）  6，338（21Uノ0）   22，285（75％   668（2％）  29，548（100％）   

（前年児童数）   （440）  （5，734）   （23，721）   （745）  （30，640）   

（資料）保育   
調べ  
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就学前児童が育つ場所  

0 3歳以上児は、かなりの部分（4歳以上児はほとんど）が保育所又は幼稚園に入所  

○ 一方、3歳未満児のうち保育所入所は2割にとどまり、8割の家庭に対する支援の必要性が伺われる。  

0歳児  1歳児  2歳児  3歳児   4歳以上児  

出典）就学前児童数：平成18年人口推計年報【総務省統計局（平成18年10月1日現在）  

幼稚園就園児童数：学校基本調査（速報）【文部科学省（平成19年5月1日現在）  

保育所利用児童数：福祉行政報告例（概数）【厚生労働省（平成19年4月1日現在）   
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子育ての負担感  

○専業主婦家庭の方が、子育ての負担が大きいと感じる者の割合が高い。  
○負担感の内容を見ると、「自由な時間が持てない」「身体の疲れ」「気が休まらない」が上位を占める。  

篇1－2－35国 子育ての負担感の状況  

女性の子育ての負担感   

0％   20％   40％   60％   80％  100％  ＝」共働き熱海こて）   

空戦  

［コ雫業主媒   

末嬉て薫しむ   
時間かない   

子肯てて  
出賢かかさむ  

日か離せないのて  
貫か休まらない   

片親のみ就労等  子育てによる  
身体の疲れか多い   

自分の自由な  
時間か持てない  

（資料）（財）こども未来財団「平成12年度子育てに関する  

意識調査事業調査報告書」（平成13年3月）  
0  10  コO  jO  41コ  50  

猷∴苫′≡r－ソニ雁首’篭2R2汗三社．■二う‘ミ’だ縦断講丘闇鮎い守．】：王‖1十恒  

】1一 十り、瑚腔牒前郷臓、帯革一層畔糾郎拍壇－・明〃：辛】打：競る  
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子育ての孤立感  

○子育てに関する孤立感を感じる母親の割合は高い（特に専業主婦）。  
○孤立感を解消するために求められているのは、「育児から解放されて気分転換する時間」、「話せる相手」  
「相談できる相手」、「パートナーの子育ての関わり」等が上位を占めている。  

閏喪封ヱ 孤棚十割こは  

】1  

† 恥－ト！㌢J∴－‖＿瀬∴宮  

▼ －・ lt ▼  

川  

二・t】．  I】F †l  

－i■l‾：  

l．■ ‾川  

て・1、．、l  

凡て－      ト：」∵・  

‡l  ＝  

‾土   r ■▲－r ‥・】  

‾巴，，‾「†璧∵   l  

－          － －，   ＝  

蜘：：申 出舷敲監とがあ紗  

‥  

1/ l  】  

ー針目∵，」rし  

二11     1－  

．■▼J占1－†、l  

田  ⊥† 一雄軒 ■！  

I】      卜  1－  

1  り  

仕  巨 1－  
・ † ノ」      †】．‾  

11 】  ‘－1甜   掛  ■‡－  

拉イ＼∴l「け1一㌣i’」ト1ナ】  

‡－   l I目口≠  一朴 一再  

隼∴ ∵浩ぺ  

†  

車上卜漸一‘．こ抑  

（資料）平成16年版少子化社会白書 ナ7   



保育サービスの提供の新しい仕組みの検討の留意点  
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現行の保育サービスの必要性の判断基準  

（「保育に欠ける」判断の仕組み①一政令による基準）  

○市町村が、保育の実施義務を負う対象である「保育に欠ける」児童であるか否かの判断については、「政令   

で定める基準」に従い、「条例で定める事由」によることとされている。  

O「政令で定める基準」としては、   
以下のいずれかに該当   

＋   
者と同居親族等が児童の保育ができなし、場合とされている。  
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⑥ その他（「前各号に類する状態」）  

◎ 児童福祉法施行令（昭和22年法律第164号）  
第二十七条 法第二十四条第一項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育するこ   

とができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。   

一 昼間労働することを常態としていること。  
妊娠中であるか又は出産後問がないこと。  

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。  

同居の親族を常時介護していること。  

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。  

前各号に類する状態にあること。  
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